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日本レクリエーション学会会則

<第 1章総 則 >

第 l条 本会を日本レクリエーション学会(英語名 ]apanese Society of Leisure and 

Recreation Studies)とし、う。

第 2条 本会の目的は、レクリエーションに関する調査研究を促進し、レクリエーション

の発展に寄与する。

第 3条 本会の事務局は、東京都杉並区永福 1-9-1 明治大学和泉校舎保健体育研究

室l乙置く。

く第 2章事 業>

第4条 本会は第 2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 学会大会の開催

2. 研究会、講演会等の開催

3. 機関誌の発行ならびにその情報活動

4. 研究の助成

5. 内外の諸国体との連絡と情報の交換

6. 会員相互の親睦

7. その他本会の目的lζ資する事業

第 5条学会大会は、毎年 l回以上開催し、研究成果を発表する。

く第 3章会 員>

第 6条 本会は正会員の他、学生会員、特別会員、賛助会員、講読会員、および名誉会員

を置くことができる。

1. 正会員は第 2条の目的i乙賛同し、正会員の推薦および、理事会の承認を得て、規定

の入会金および会費を納入した者とする。

2. 学生会員は、大学生(大学院生を除く)およびそれに準ずる者とする。

3. 特別会員は、本会の目的に賛同する外地在住者とする。

4. 賛助会員は、本会の事業i乙財政的援助をなした者で、理事会の承認を得た者とする。

5. 購読会員は、本会の機関誌を購読する機関・団体とする。

6. 名誉会員は、本会に特別に貢献のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認され

た者とする。

第 7条 会員は、本会の編集刊行する機関誌(紙)等の配布を受け本会の営む事業に参加

することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名誉を棄損した者は、理事会の議を

経て会員としての資格を停止されることがある。

第 9条会員は原則として、いずれかの支部に所属するものとする。
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く第 4章 役〆員>

第10条 本会を運営するために、総会において正会員の中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名、会長 l名、副会長若干名、理事長 1名、理事若干名、監事 2名

第11条 顧問は、事務局と理事会の運営に対して必要に応じて助言を行い、相談に応じる。

会長は、本会を代表し、会務を総括する。

副会長は、会長を補佐し、会長i乙事故がある時、これを代行する。

理事長は、理事会を総括し、理事は会務を執行する。

監事は、事務局と理事会の運営を監査する。

第12条役員の任期は 2年とする。任期は原則として l期とし、 2期を再任の限度とする。

役員選出についての規則は別に定める。

第13条 本会に名誉会長を置く乙とができる。

<第 5章会議>

第14条本会の会議は、総会および理事会とする。

第15条 通常総会は、毎年 l回開催し役員の選出および本会の運営に関する重要事項を審

議決定する。

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半数をもって決定される。

第16条 理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の1/3以上の開催請求があった場合、

臨時総会を開く乙とができる。

第17条理事会は理事長が招集し、幹事若干名および事務局員を選出し、会務を処理する。

理事会は、運営の円滑化をはかるため、常任理事会を置くことができる。

<第 6章 支部および専門分科会>

第18条 本会の事業を推進するために、支部ならび専門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第 7章 会計>

第19条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1， 000円 (5米ドル)

2. 正会員年 度額 5.000円

3. 学生会員 11 1， 500円(大学院生は除く)

4. 特別会員 11 25米ドル

5. 賛助会員 H 20. 000円以上

6. 購読会員 H 5. 000円 (25米ドノレ)

7. 名誉会員 H 

第21条本会の会計年度は毎年 4月に始まり、翌年 3月に終る。
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付則

1. 本会の会則は、総会において出席正会員の 2/3以上を得た議決により変更すること

ができる。

2. 本会則は、昭和46年 3月21日より一部改訂する。

3. 本会則は、昭和51年 5月 1日より一部改訂する。

4. 本会則は、臨和55年 5月11日より一部改訂する。

5. 本会員Uは、昭和56年11月8日より一部改訂する。

6. 本会則は、昭和57年 6月12日より一部改訂する。

7. 本会則は、昭和58年10月30日より一昔日改訂する。

8. 本会則は、昭和59年 6月9日より一部改訂する。

9. 本会則は、昭和62年10月17日より一部改訂する。
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理事会の運営に関する規定

昭和57年 6月12日制定

昭和田年10月30日改正

1. 会則16条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規定に基

づし、て行うものとする。

2. 理事会は、原則として年に 1回以上開催するものとし、理事長がその議長となる。

3. 理事会の召集にあたっては、書面によって不議事項を明示しなければならない。

4. 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の 2分の 1以上の賛成を

必要とする。

ただし、表決にあたっては、予め書面(署名捺印)を以って当該議事に対する意向を

表示した者を、出席者とみなす。

5. (1) 常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は、理事会決定の方針にもとづき、日常業務に執行にあたる。

(3) 常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみやかに各理事に送付するものとする。

6. 理事会には、業務を遂行するために次のような専門委員会を置く。

総務、研究企画、編集、広報渉外、財務

7. 理事会には、専門的に研究、調査および審議を必要とするような場合には、特別委員

会を設置する乙とができる。特別委員会の委員には、理事以外の適任者を委嘱すること

ができるがその人選は理事会の承認を必要とする。

8. その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができるものとする。

専門分科会設置に関する規定

昭和57年 6月12日制定

1. 会則第17条の規定により、本会会員が専門分科会を設置しようとする場合は、乙の規

定に基づいて行うものとする。

2. 専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会正会員20名以上の要請

があった場合とする。

3. 専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記により本学会会長に申請するものと

する。

1. 設立経過および主旨

3. 発起人代表者

2. 名称

4. 発起人名簿

5. 連絡事務所 6. その他

4. 専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1. 活動状況の概要 2. その他必要と認められる事項



- 42-

支部に関する規定

昭和56年11月8日制定

1. 本学会会員が、支部を設けようとする場合には、下記により、本学会会長に申請し、

理事会の議を経て総会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要 2. 名 称

3. 支部長および役員 4. 会 則

5. 会員名簿 6. その他

2. 各支部の運営は、本部との関係については本規定に従って行われるが、その他の事項

については各支部規則においてこれを定めるものとする。

3. 支部は原則として隣接する地域に在勤または在住する本会正会員20名以上をもって構

成する。

4. 支部運営のための経費は支部会費によって賄うものとする。支部会費の額は各支部毎

に決定するものとする。

5. 支部は次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1. 役員の変更 2. 活動状況の概要

3. その他必要と認められた事項
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「レクリエーション研究」投稿規定

昭和46年3月 制定

昭和57年 6月12日改正

昭和58年7月 1日改正

平成元年 2月2日改定

1. 投稿者は、本学会々員であること。ただし、編集委員会が必要と認めた場合にはこの

限りではない。

2. 投稿内容は、レジャー・レクリエーションを対象とした研究領域における原著論文・

研究資料・評論・書評・実践報告・その他とし、完結していること。また、他誌に未投

稿・未発表のものに限る。

3. 投稿に際しては、原稿の冒頭に前項に挙げた区分の内、該当するいづれかの種類を朱

書し明記する。

4. 原稿は、 400字詰原稿用紙 (A4版)に黒インク書きまたは、ワープロ (A4版、800

字 25字 x32行)で仕上げるものとし、本人はひらがな現代かなづかいとする。また、

外国語のかな書きにはカタカナを用いて表記し、欧文の記述にあたってはタイプまたは

活字体を用いて表記することとする。

5. 図表および写真は、オリジナルなものとし、必ず通し番号とタイトルを記入して一枚

ずつ台紙に貼り、本文とは別に一括して添付する。また、図表等の挿入箇所は本文欄外

l乙図表番号をもって朱書し明記する。

6. 投稿者は、氏名と共に勤務先または所属機関名を( )内に表記する乙と。

7. 論文および資料の原稿には、欧文による題目・著者名・所属機関名・抄録・キーワー

ド、ならびに欧文抄録とキーワードの和訳を別紙により添付する。なお本文が欧文原稿

の場合には、邦文による同様な様式を整えて添付する。

8. 引用文献は、原則として本文の最後に著者名のA、B、C順に通し番号を付けて一括

し、雑誌の場合には、著者:題目，雑誌名，巻号，ページ，西暦年号.の順iζ、単行本

の場合には、著者:書名，ページ，発行所，西暦年号.の順iζ記載する。なお、本文中

の引用箇所の右肩上に該当する文献番号を付す乙ととする。

9. 原稿は、ー篇につき図表・写真共刷り上り 10頁(400字詰原稿用紙約35枚)以内を原

則とする。ただし前記規定以上の頁数を必要とする場合や、特殊な印刷を必要とする場

合には、編集委員会の承認を経た上で、その費用の超過分を投稿者の負担とする。

10. 掲載論文については、別刷り30部を執筆代表者に無償で送付する。なお更に部数を必

要とする場合には、投稿時点に申出ること。ただしその場合の費用は投稿者の負担とす

る。

11. 投稿にあたっては、オリジナル原稿とそのコピーを 3部添付して提出する。なお、掲

載論文にあたっては、その原稿は返却しないものとする。
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12. 投稿原稿の採否については、本学会編集委員会において決定する。なお、採否の決定

にあたっては、編集委員会が委嘱する審査員 2名の審査結果を尊重する。

13. 本誌は、レクリエーション学会の機関誌として年 2回 (9月、 3月)の発行を予定し

本誌への掲載は、原稿受理の順序による。

14. 大会発表論文集への投稿規定については、別に定める。

15. 本誌への投稿は、下記編集委員会宛てに行うこととする。

干 305 茨城県つくば市天王台 1-1

筑波 大学体育科学系吉田章研究室内

日本レクリエーション学会 編集委員会

(TEL 0298-53-6334) 
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「レクリエーション研究」発刊までの手順

印 刷

校正(二校)

完成・発送

<学会々員>

<編集委員会>

<編集委員会>

<学会役員>

<編集委員会>

<編集委員会>

<投稿者>

<学会事務局>




